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利尻富士町過疎地域持続的発展計画（素案） 
意見公募（パブリックコメント）の結果 

 

案件 利尻富士町過疎地域持続的発展計画（素案） 

目的  旧「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月末で期限を迎えたことを受け、過疎対策の理念を「過疎地域

の持続可能な社会の形成及び地域資源等を活かした地域活力の向上」に改め名称を定めた『過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法』が、令和３年度から令和１２年度までの１０年間の時限措置として新たに施行されて

おります。 

これに合わせ、町では令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とする「利尻富士町過疎地域持続的発

展計画」の策定を進めておりますが、このたび素案がまとまったことから、町民等の皆様から意見を公募しました。 

公募期間 令和３年７月２８日（水）～令和３年８月１０日（火） 

意見提出の対象者 町内に住所を有する者、町内に事務所または事業所を有する個⼈もしくは法⼈その他団体、町内の事務所または事

業所に勤務する者、本町に対し納税義務を有する者、「利尻富士町過疎地域持続的発展計画」内の施策に利害関係

を有する者 

意見の提出者・意見数 １名・７件 

意見の取扱い ア 修正 案を修正するもの ０件 

イ 記載済 既に案に盛り込んでいるもの（事業実施にあたり参考とするもの含む） ２件 

ウ 参考 案には反映できないが今後の参考とするもの １件 

エ その他 案には直接的に関係ない内容であるが意見として伺ったもの ４件 
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番号 ページ 取扱い 見出し等 意見等（要旨） 町の考え方・対応等 修正有無 

１ １０～ イ ２  移住・定住・地域

間交流の促進、人材育

成 

町としての危機感・本気度が感じられる内容となっ

ていない。 

・ポータルサイト内の紹介アパートの家賃が高額で

あり感覚が鈍いのではないか。 

・詳しい問い合わせ先の担当者、写真やコメントを

入れてみてはいかがか。 

・ワンオペレーションによる移住者対応や隣町との

共同募集も必要ではないか。 

・地域間交流については、対地域との交流も大切だ

が利礼３町との交流を深め今後の人口減少に対

応するための整理が必要ではないか。 

 ＷＥＢやＳＮＳを活用した情報発信の充実や地

域間交流の促進などの項目については既に計画

（案）に盛り込まれておりますので、具体的な施策

の進め方について今後の事業実施にあたり参考と

させていただきます。 

 また、本取組みは地方創生に資する取組みでもあ

り、「第２期利尻富士町まち・ひと・しごと創生総合

戦略」において町内の住民をはじめ産業界や教育機

関、金融機関等で組織する「利尻富士町総合戦略策

定委員会」により毎年評価・検証を行っていること

から、こちらでも共有させていただきます。 

無 

２ １２～ イ ３  産業の振興 漁業後継者対策について 

・漁師導や漁業研修期間中に離島するケースがあり

研修者と親方との調整役を設ける必要があるの

ではないか。 

・単なる労働力として必要としているのか後継者を

しっかりと育てようとしているのか定まってお

らず、聞き取り等により町が研修者の現状を把握

する必要があるのではないか。 

・移住定住と合わせワンオペ－レーションによる対

策が必要ではないか。 

漁業後継者対策については既に計画（案）に盛り

込まれておりますので、具体的な施策の進め方につ

いて今後の事業実施にあたり参考とさせていただ

きます。 

 また、本取組は地方創生に資する取組みでもあ

り、「利尻富士町総合戦略策定委員会」には産業界の

代表として漁業者も入っていることから、番号１と

同様に対応させていただきます。 

無 

３ － ウ 意見書の提出方法や

計画の具体化にあた

って 

意見書の提出にあたっては、期間や内容について

定時放送で何度か伝えたり、広報誌等に載せてから

意見を吸い上げる等の工夫が必要だったのではな

いか。 

また、計画を具体化するにあたり、若い漁師や最

 パブリックコメントの公表方法については、町の

手続上①町ホームページへの掲載、②指定場所での

閲覧又は配布となっております。任意により、住民

等で組織する団体の参加による計画等については、

加えて「お知らせ利尻富士」や「ＩＰ告知放送」に

－ 
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近移住した方を集めて聞き取りする場を常態化す

る「サロン」を設けてはいかがかと思う。 

より幅広く周知を図っておりますのでご了承くだ

さい。 

 また、本計画を具体化するにあたっての「サロン」

的な場の設置は考えておりませんが、今後の移住定

住の取組等事務事業の実施にあたり参考とさせて

いただきます。 

４ － エ － ８月８日に町内の多くの地域に避難指示が発表

されたが、その後避難を促すような放送や注意は無

く、夕方には葬儀や病院の放送が流れるだけであっ

た。 

本来、役場は避難状況の把握や現場確認等大変な

はずだが、のんびりしているような対応に疑問を抱

いた。 

 案には直接的に関係ない内容ではありますが、避

難指示発表後も状況判断により避難を繰り返し催

促しますが、８月８日に関してはそのような状況で

はありませんでしたのでご理解いただきたいと思

います。 

 また、常に車両複数台で町内全域の状況確認を行

っているとともに、避難所配置職員との避難状況把

握に努めております。 

 なお、葬儀や病院等の情報は町民にとって必要な

放送であるため、状況にもよりますが基本的に定時

放送することとしております。 

－ 

５ － エ － 施設の活用について 

・使われていない鬼脇中学校を活用し、無料でコン

ブ干場、コンブ倉庫、コンブづくり体験ブース等

活用できないか。 

・雨の日に観光客が行くところがない。 

案には直接的に関係ない内容ではありますが、ご

意見として承り、関係部署へ共有させていただきま

す。 

－ 

６ － エ － 困っている 

・役場でプリントアウトができるサービスを行って

ほしい。 

案には直接的に関係ない内容ではありますが、ご

意見として承り、関係部署へ共有させていただきま

す。 

－ 

７ － エ － 不足している 

・ＳＤＧｓに向けた取り組みや啓蒙 

案には直接的に関係ない内容ではありますが、ご

意見として承り、関係部署へ共有させていただきま

－ 
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・ジェンダーフリー 

・島民全員で島の海をきれいにする日 

・レジ袋ゼロ運動 

・禁煙運動 

す。 

 


